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刑
法
総
論
覚
書
（
１
）

一
は
じ
め
に

本
校
に
着
任
後
、「
刑
法
覚
書
」
シ
リ
ー
ズ
三
回
目 （
１
）の
今
回
は
、「
刑
法
総
論
」
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
執
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
「
過
剰
防
衛
の
質
と
量
」
に
関
す
る
従
来
の
議
論
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
近
時
の
最
高
裁
判
例
に
つ
い
て
の
妥

当
な
理
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

（
１
）
一
回
目
は
「
成
蹊
法
学
」

68・

69合
併
号
（
二
〇
〇
八
）
四
三
九
頁
、
二
回
目
は
同

72号
（
二
〇
一
〇
）
一
一
五
二
四
頁
で
あ
る
。
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二
過
剰
防
衛
の
質
と
量

�

刑
法
三
六
条
二
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
過
剰
防
衛
に
つ
い
て
は
、
三
六
条
一
項
の
正
当
防
衛
の
要
件
を
前
提
に
、「
や

む
を
得
ず
に
し
た
行
為
」
を
超
え
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
「
防
衛
の
程
度
を
超
え
た
行
為
」
の
場
合
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
理
論

上
、
質
的
過
剰
と
量
的
過
剰
と
い
う
視
座
か
ら
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

�

質
的
過
剰
に
つ
い
て
は
、「
防
衛
行
為
自
体
が
侵
害
排
除
に
必
要
と
さ
れ
る
程
度
以
上
の
侵
害
性
を
備
え
た
場
合
」
と
い
う
定
義
が

見
ら
れ （
２
）、
こ
の
場
合
、
過
剰
防
衛
と
な
り
う
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
確
か
に
、
正
当
防
衛
と
し
て
の
そ

の
他
の
要
件
を
充
た
す
限
り
（
こ
の
よ
う
な
状
態
を
以
下
で
は
、「
防
衛
行
為
性
」
と
称
す
る
）、
防
衛
の
程
度
を
超
え
た
行
為
の
点
で
逸

脱
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
過
剰
防
衛
の
条
文
要
件
を
充
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
方
、
量
的
過
剰
に
つ
い
て
は
、「
過
剰
な
行
為
が
急
迫
不
正
の
侵
害
終
了
後
に
な
さ
れ
た
と
き
」
の
ほ
か
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
下
で

な
さ
れ
た
反
撃
行
為
の
総
体
が
量
的
に
過
剰
と
な
る
場
合
」
も
含
む （
３
）か
否 （
４
）か
、
理
解
に
対
立
が
見
ら
れ
る
。

�

し
か
し
、
過
剰
防
衛
と
は
ど
う
い
う
事
態
を
指
す
か
を
問
題
と
す
る
場
合
、
急
迫
不
正
の
侵
害
の
継
続
の
有
無
を
「
質
的
」
に
違
う

と
見
る
か
、
防
衛
行
為
が
直
ち
に
過
剰
で
あ
っ
た
場
合
を
「
質
的
」
に
過
剰
と
見
る
か
の
視
座
の
相
違
が
う
か
が
え
、
視
座
が
違
う
以
上
、

「
過
剰
防
衛
」
の
理
論
分
析
と
し
て
は
い
ず
れ
も
成
り
立
ち
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
防
衛
行
為
が
直
ち
に
過
剰
で
あ
っ
た
場
合
、
確
か
に
行
為
・
手
段
に
着
目
す
る
と
、
素
手
で
足
り
た
の
に
ナ
イ
フ
を
使
用

し
た
な
ど
、
「
質
的
」
に
違
う
よ
う
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
正
当
防
衛
」
と
比
較
し
て
質
的
に
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
は
じ
め
は

正
当
防
衛
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
集
積
的
に
過
剰
に
な
っ
た
場
合
と
質
的
に
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
時
的
に
過
剰
に
な
っ
た
場
合
と
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継
続
的
な
形
で
過
剰
に
な
っ
た
場
合
と
で
、
「
過
剰
」
と
い
う
意
味
で
「
質
的
」
な
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
継
続
的
な
形
で
過
剰
に

な
っ
た
場
合
も
「
正
当
防
衛
」
と
は
「
質
的
」
に
異
な
る
と
も
言
え
よ
う
（
「
量
的
」
に
多
数
回
に
渡
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
る
）
。
「
質

的
」
な
違
い
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
急
迫
不
正
の
侵
害
の
継
続
性
の
有
無
で
区
別
す
る
方
が
よ
り
用
語
に
マ
ッ
チ
し
て
い
る
と
も
言
え
よ

う
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
も
、「
正
当
防
衛
」
と
は
「
質
的
」
に
違
っ
た
も
の
と
も
言
え
よ
う （
５
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
や
は
り
一
連
の
事
態
と
し
て
捉
え
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
ひ
と
ま
と
め
に
「
過
剰
防
衛
」
と
捉
え
た
方
が
簡

明
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

�

近
時
、
傷
害
致
死
に
対
す
る
正
当
防
衛
と
単
純
傷
害
の
複
合
体
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
に
つ
い
て
、
最
一
小
決
二
〇
〇
八
・
六
・

二
五
刑
集
六
二
巻
六
号
一
八
五
九
頁
が
、
本
件
事
案
は
「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
し
て
反
撃
を
継
続
す
る
う
ち
に
、
そ
の
反
撃
が
量
的
に

過
剰
に
な
っ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
」
（
一
八
六
二
頁
）
と
判
示
し
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
「
時
間
的
、
場
所
的
に
は
連
続

し
て
い
る
」
場
合
、
一
連
一
体
の
防
衛
行
為
と
し
て
捉
え
る
の
が
原
則
的
で
は
あ
る
が
、
本
件
の
場
合
、
被
害
者
は
す
で
に
意
識
を
喪
失

し
て
い
た
の
で
、
そ
の
「
侵
害
の
継
続
性
」
は
客
観
的
に
存
在
し
な
い
と
と
も
に
、
行
為
者
は
「
専
ら
攻
撃
の
意
思
」
に
基
づ
い
て
第
二

暴
行
に
及
ん
で
お
り
、
従
っ
て
、
「
防
衛
の
意
思
」
と
い
う
主
観
面
も
欠
如
し
て
お
り
、
両
面
か
ら
し
て
第
一
暴
行
と
第
二
暴
行
と
の
間

に
は
「
断
絶
」
が
あ
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
論
者
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に （
６
）、
急
迫
不
正
の
侵
害
が
継
続
し
て
い
な
く
て
も
「
過
剰
防
衛
」

の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
あ
る
の
が
判
例
の
傾
向
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ （
７
）、
今
回
の
判
例
で
は
特
に
「
防
衛
の
意
思
」
を
否
定
で
き
る
、
従
っ

て
、「
防
衛
行
為
性
」
を
欠
如
す
る
と
認
定
で
き
る
事
例
判
例
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
に
先
立
つ
判
例
に
つ
い
て
も
論
者
に
よ
っ
て
す
で
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る （
８
）が
、
例
え
ば
、
津
地
判
一
九
九
三
・
四
・

二
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
一
九
号
二
〇
一
頁
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
死
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
パ
ン
切
り
包
丁
及
び
ボ
ー
ル
ペ
ン
等
で
の
同
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人
の
顔
面
、
頭
部
等
へ
の
数
十
回
に
わ
た
る
突
き
刺
し
行
為
に
よ
り
、
同
人
が
動
か
な
く
な
り
、
従
っ
て
抵
抗
し
な
く
な
っ
た
の
で
、
一

旦
は
様
子
を
見
守
っ
た
が
、
同
人
が
動
い
た
感
じ
が
し
た
の
で
前
後
二
回
に
わ
た
り
そ
の
頸
部
を
両
手
で
圧
迫
し
、
同
人
を
顔
面
・
頭
部

刺
切
創
を
伴
う
窒
息
に
よ
り
扼
殺
し
て
殺
害
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
包
丁
・
ボ
ー
ル
ペ
ン
等
で
被
害
者
の
頭
部
・
顔
面
を
突
き
刺
し

た
と
こ
ろ
ま
で
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
す
る
防
衛
行
為
だ
が
、
被
害
者
の
様
子
を
見
守
る
よ
う
に
な
っ
て
後
の
段
階
に
お
い
て
は
、

急
迫
不
正
の
侵
害
は
消
失
し
、
継
続
し
て
い
る
状
況
に
な
か
っ
た
と
し
、
ま
た
頸
部
圧
迫
も
余
勢
に
駆
ら
れ
た
行
為
と
は
言
え
ず
、
急
迫

不
正
の
侵
害
継
続
誤
想
に
よ
る
頸
部
扼
殺
と
も
言
え
な
い
と
し
て
、
正
当
防
衛
も
過
剰
防
衛
も
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
頸
部
を
両
手
で
圧

迫
す
る
と
い
う
よ
り
確
実
な
方
法
に
変
更
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
被
害
者
の
様
子
を
見
守
る
よ
う
に
な
っ
て
後
の
段
階
で
は
興
奮
状
態

は
相
当
治
ま
り
、
余
裕
さ
え
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
興
奮
が
治
ま
り
比
較
的
冷
静
に
考
え
る
こ
と
が
出
来

た
と
い
う
こ
と
で
、
す
で
に
客
観
的
に
も
急
迫
不
正
の
侵
害
状
態
は
消
失
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

違
法
・
責
任
減
少
説
な
い
し
責
任
減
少
説
の
観
点
か
ら
量
的
過
剰
を
否
定
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
頸
部
圧
迫
が
決
定
的
な
意
味

を
持
ち （
９
）、
か
つ
止
め
を
刺
す
よ
う
な
形
で
余
裕
を
持
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
連
の
殺
人
実
行
行
為
を
全
体
的
に
観
察
し
て
、

急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
す
る
防
衛
行
為
で
あ
る
こ
と
も
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
件
の
場
合
、
正
当
防
衛
・
過
剰
防
衛
が
否
定
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
「
死
」
の
結
果
は
後
半
部
分
に
起
因
す
る
と
い
う
点
で
二
〇
〇
八
年
決
定
と
構
造
的
に
違
う
面
が
あ
る
が
、
理
論
的
に

は
前
半
部
分
と
後
半
部
分
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
際
前
半
は
少
な
く
と
も
「
防
衛
行
為
性
」
は
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た

現
実
に
通
用
し
た
の
は
後
半
部
分
の
犯
罪
と
言
え
よ
う
か
ら
、
二
〇
〇
八
年
決
定
と
同
様
な
面
が
あ
ろ
う
。

他
方
、
こ
れ
に
遡
る
東
京
高
判
一
九
七
九
・
五
・
一
五
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
九
四
号
一
六
一
頁
に
お
い
て
は
、
一
審
が
行
為
全
体
を
一
個

の
殺
人
行
為
と
見
た
う
え
、
誤
想
過
剰
防
衛
行
為
を
理
由
に
刑
法
三
六
条
二
項
の
適
用
を
認
め
た
の
を
破
棄
自
判
し
て
、
本
件
の
場
合
、
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同
一
機
会
場
所
に
お
い
て
同
一
人
に
対
し
同
一
態
様
の
加
害
行
為
を
反
覆
継
続
し
た
も
の
と
し
て
、
全
体
と
し
て
一
個
の
行
為
と
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
原
判
示
の
と
お
り
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
、
時
間
的
に
か
な
り
の
幅
の
あ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
防
衛

意
思
の
存
在
下
に
な
さ
れ
た
行
為
と
積
極
的
加
害
意
思
の
も
と
で
な
さ
れ
た
行
為
と
を
対
比
較
量
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
こ
れ
も
二
〇
〇
八
年
決
定
と
同
日
に
論
じ
ら
れ
な
い
面
が
あ
る
が
、
生
命
侵
害
を
誤
想
し
て
洋
鋏
を
も
っ
て
数
回
連
続
的
に
被
害
者

の
上
体
を
刺
突
し
た
こ
と
に
よ
り
、
か
な
り
の
身
体
的
打
撃
を
与
え
て
、
被
害
者
は
概
ね
決
定
的
抵
抗
力
を
失
っ
て
床
上
に
倒
れ
落
ち
た

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
意
識
喪
失
の
状
態
ま
で
至
ら
な
く
て
も
、
こ
の
段
階
で
、
誤
想
の
原
因
と
な
っ
た
反
撃
は
も
と
よ
り
、
そ
の
再

開
継
続
を
予
期
さ
せ
る
事
情
も
客
観
的
に
解
消
し
た
し
、
被
告
人
も
被
害
者
の
反
撃
解
消
の
事
実
を
十
分
認
識
し
得
た
も
の
と
認
定
し
直

し
た
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
一
審
は
こ
の
段
階
以
降
の
被
告
人
の
行
為
も
「
余
勢
に
駆
ら
れ
た
一
連
の
行
為
」
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
前
半
部
分
が
例
え
誤
想
防
衛
と
し
て
不
可
罰
で
あ
る
と
し
て
も
、
後
半
部
分
は
積
極
的
加
害
意
思
に
よ
る
行
為
と

し
て
、
し
か
も
誤
想
解
消
の
時
期
は
行
為
開
始
後
比
較
的
初
期
の
こ
と
で
あ
り
、
合
計
一
五
〇
余
個
所
と
い
う
創
切
傷
の
大
部
分
は
誤
想

解
消
後
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
や
は
り
「
殺
人
罪
」
の
後
半
部
分
が
通
用
し
た
訳
で
あ
る
。

�

こ
れ
に
対
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
同
じ
第
一
小
法
廷
が
色
合
い
を
異
に
す
る
判
例
を
出
し
た
（
共
通
の
裁
判
官
は
二
名
）。
最
一
小

決
二
〇
〇
九
・
二
・
二
四
刑
集
六
三
巻
二
号
一
頁
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
今
度
は
、
被
告
人
が
被
害
者
に
対
し
て
加
え
た
暴
行
の
前
半
（
こ

れ
は
傷
害
に
至
っ
て
い
る
）
が
正
当
防
衛
で
あ
っ
て
も
、
後
半
を
含
め
た
全
体
が
「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
す
る
一
連
一
体
の
も
の
」
で

あ
る
場
合
、
「
全
体
的
に
考
察
し
て
一
個
の
過
剰
防
衛
と
し
て
の
傷
害
罪
の
成
立
を
認
め
る
」
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

も
、「
同
一
の
防
衛
の
意
思
に
基
づ
く
一
個
の
行
為
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
の
で
（
三
頁
）、
全
体
と
し
て

の
「
防
衛
行
為
性
」
を
前
提
に
、
し
か
し
「
防
衛
の
程
度
を
超
え
た
行
為
」
に
ま
で
及
ん
だ
以
上
、
例
え
分
析
的
に
見
た
場
合
前
半
が
正
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当
防
衛
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
結
局
全
体
的
に
は
「
過
剰
防
衛
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う （

�）。

そ
し
て
、
前
半
で
と
ど
め
て
い
れ
ば
「
傷
害
罪
」
に
つ
い
て
「
正
当
防
衛
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
も
暴
行
を
継
続
し
て
、
全
体

と
し
て
「
傷
害
罪
」
の
「
過
剰
防
衛
」
と
し
て
評
価
さ
れ
る
以
上
、
正
当
防
衛
に
相
当
す
る
部
分
は
「
有
利
な
情
状
と
し
て
考
慮
す
れ
ば

足
り
る
と
い
う
」
の
で
あ
る
。
本
件
一
審
は
二
審
と
事
実
認
定
を
異
に
し
た
こ
と
も
あ
り
、
急
迫
し
た
侵
害
も
防
衛
の
意
思
も
否
定
し
て
、

「
傷
害
罪
」
と
し
て
、
懲
役
一
〇
月
に
処
し
た
の
に
対
し
、
二
審
は
第
一
暴
行
が
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、

第
二
暴
行
の
時
点
に
お
い
て
も
そ
の
侵
害
が
終
了
し
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
従
っ
て
本
件
暴
行
は
い
ず
れ
も
「
防
衛
の
意
思
」
を
持
っ
て

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
防
衛
手
段
と
し
て
の
相
当
性
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
と
し
て
、
「
傷
害
罪
」
の
過
剰
防
衛
の
成
立
を
認
め
て
、

懲
役
四
月
に
処
し
た
が
、
最
高
裁
は
被
告
人
の
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
の
で
、
原
審
の
量
刑
判
断
に
つ
い
て
も
正
当
と
見
た
こ
と
に
な
ろ

う
。
確
か
に
、
刑
法
二
〇
八
条
暴
行
罪
の
法
定
刑
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
宣
告
刑
は
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
は
あ
ろ
う
。

本
件
事
案
は
第
一
暴
行
で
足
り
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
暴
行
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
意
味
で
は
「
量
的
」
過
剰
と
も
言
え
よ
う （

�）が
、

こ
こ
で
も
、
急
迫
不
正
の
侵
害
継
続
中
は
「
質
的
」
過
剰
と
解
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
散
見
さ
れ
る （

�）。
確
か
に
、
急
迫
不
正
の
侵
害
の
継

続
中
な
い
し
い
ま
だ
終
了
し
て
い
な
い
と
い
う
評
価
を
前
提
と
す
る
と
、
客
観
的
に
も
違
法
行
為
に
対
す
る
防
衛
行
為
と
い
う
こ
と
に
も

な
り
そ
う
で
あ
り
、
す
で
に
侵
害
の
継
続
中
で
も
な
く
終
了
し
て
い
た
場
合
と
比
べ
、
「
過
剰
防
衛
」
の
範
囲
内
に
は
あ
る
と
い
う
判
断

に
有
利
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は
、
「
過
剰
防
衛
」
自
体
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
侵
害
の
継
続
中

な
い
し
い
ま
だ
終
了
せ
ず
、
を
基
準
と
し
て
「
質
的
」
過
剰
と
す
る
の
も
、
明
確
な
捉
え
方
と
も
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
侵
害
の
継
続

中
で
も
な
く
す
で
に
終
了
し
て
い
た
場
合
も
、
「
余
勢
」
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
「
過
剰
防
衛
」
と
認
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
と
、
こ

れ
を
「
量
的
」
過
剰
と
称
す
る
の
は
用
語
の
問
題
の
ほ
か
、
よ
り
慎
重
な
判
断
を
要
す
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
ろ
う
が
、
継
続
中
な
い
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し
い
ま
だ
終
了
せ
ず
と
い
う
判
断
自
体
そ
の
認
定
が
か
な
り
微
妙
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
こ
の
段
階
で
も
慎
重
な
判
断
を
要
す
る
場
合
も

あ
ろ
う （

�）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
過
剰
防
衛
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
刑
法
三
六
条
二
項
の
「
防
衛
の
程
度
を
超
え
た
行
為
」
の
範
囲
内

に
は
あ
る
と
い
う
条
文
理
解
に
な
る
点
で
は
、
違
い
は
な
い
訳
で
あ
る （

�）。
こ
の
場
合
や
は
り
、
三
六
条
一
項
の
「
防
衛
行
為
性
」
が
存
在

す
る
と
い
う
点
が
重
要
と
な
ろ
う
か
ら
、「
防
衛
の
意
思
」
の
有
無
に
着
目
す
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。

一
連
一
体
と
し
て
捉
え
る
捉
え
方
は
む
し
ろ
「
過
剰
防
衛
」
の
原
則
型
と
も
言
え
、
多
数
の
判
例
が
散
見
さ
れ
る （

�）。
例
え
ば
、
東
京
高

判
一
九
八
〇
・
一
一
・
一
二
判
例
時
報
一
〇
二
三
号
一
三
四
頁
に
お
い
て
は
、
原
審
が
前
半
の
暴
行
に
つ
い
て
は
正
当
防
衛
と
認
め
た
が
、

後
半
の
傷
害
致
死
に
つ
い
て
は
相
手
方
の
急
迫
不
正
の
侵
害
行
為
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
過
剰
防
衛
の
成

立
も
認
め
な
い
形
で
の
判
示
を
し
た
の
に
対
し
、
高
裁
は
、
一
連
の
行
為
全
体
を
刑
法
二
〇
五
条
（
一
項
）
傷
害
致
死
罪
の
過
剰
防
衛
と

認
定
し
た
事
例
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
前
半
の
暴
行
が
正
当
防
衛
に
相
当
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
も
暴
行
を
続
け
て

過
度
に
渡
っ
た
場
合
、
全
体
と
し
て
過
剰
防
衛
と
な
る
一
例
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
本
件
で
は
、
正
当
防
衛
的
に
被
害
者
の
顔

面
中
央
辺
を
手
け
ん
で
強
く
一
回
殴
り
返
し
た
と
こ
ろ
、
同
人
が
床
に
し
り
も
ち
を
つ
く
格
好
で
転
倒
し
た
が
、
そ
の
状
態
で
被
告
人
の

方
に
向
か
っ
て
両
手
の
こ
ぶ
し
を
振
り
上
げ
、
「
こ
の
野
郎
」
な
ど
と
言
っ
た
と
い
う
点
に
よ
り
、
被
告
人
に
対
す
る
攻
撃
を
継
続
す
る

意
図
を
抱
き
、
そ
の
現
わ
れ
と
み
ら
れ
る
動
作
を
し
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
被
告
人
に

対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
が
な
お
継
続
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
。
こ
こ
で
も
、
か
ね
て
酒
癖
の
悪
い
粗
暴
な

被
害
者
に
対
す
る
反
感
か
ら
の
攻
撃
的
な
意
思
と
と
も
に
、「
防
衛
の
意
思
」
を
欠
い
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
周
知
の
著
名
な
先
例
と
し
て
、
最
二
小
判
一
九
九
七
・
六
・
一
六
刑
集
五
一
巻
五
号
四
三
五
頁
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
特
に
二

審
は
明
確
に
、
被
害
者
か
ら
取
り
上
げ
た
鉄
パ
イ
プ
で
そ
の
頭
部
を
一
回
殴
打
し
た
と
い
う
第
一
の
暴
行
を
す
で
に
過
剰
防
衛
と
す
る
と
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と
も
に
、
被
害
者
の
左
足
を
持
ち
上
げ
て
約
四
メ
ー
ト
ル
下
の
道
路
上
に
転
落
さ
せ
た
と
い
う
第
二
の
暴
行
に
つ
い
て
は
、
一
・
二
審
と

も
に
、
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
も
「
防
衛
の
意
思
」
も
欠
け
て
い
た
と
認
定
し
、
こ
の
点
も
含
め
特
に
二
審
は
明
確
に
、
こ
の
第
二
の
暴

行
に
よ
る
傷
害
の
方
が
第
一
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
よ
り
も
重
大
か
つ
主
要
な
部
分
を
占
め
る
と
し
て
、
全
体
と
し
て
一
個
の
傷
害
罪
が
成

立
し
、
過
剰
防
衛
を
認
め
る
余
地
は
な
い
と
判
示
し
た
の
に
対
し
、
最
高
裁
は
、
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
の
「
継
続
」
を
認
め
る
と
と
も

に
、「
防
衛
の
意
思
」
も
あ
っ
た
と
し
て
、
破
棄
自
判
し
た
訳
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
被
告
人
の
一
連
の
暴
行
は
、
全
体
と
し
て
防
衛
の

た
め
に
や
む
を
得
な
い
程
度
を
超
え
た
も
の
」
（
四
四
〇
頁
）
で
あ
る
と
。
「
第
一
の
暴
行
」
に
つ
き
、
最
高
裁
は
、
「
急
迫
不
正
の
侵
害

及
び
防
衛
の
意
思
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
」（
四
三
九
頁
）
と
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
同
種
先
例
（
最
二
小
判
一
九
五
一
・

三
・
九
刑
集
五
巻
四
号
五
〇
〇
頁
）
の
存
在
に
鑑
み
、
ま
た
二
審
は
「
第
一
の
暴
行
に
よ
る
頭
部
の
傷
害
は
そ
れ
ほ
ど
重
篤
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
と
推
認
」
（
四
五
〇
頁
）
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
む
し
ろ
「
正
当
防
衛
」
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ

こ
に
す
で
に
、
第
一
の
暴
行
が
正
当
防
衛
で
も
第
二
の
暴
行
が
行
き
過
ぎ
る
「
過
剰
防
衛
」
と
い
う
事
案
が
存
在
し
て
い
た
と
も
言
え
よ

う
。（
２
）
山
口
厚
『
刑
法
総
論
［
第
２
版
］』（
二
〇
〇
七
）
一
三
四
頁
。

（
３
）
山
口
厚
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル

18号
（
二
〇
〇
九
）
八
〇
頁
注
（
９
）。

（
４
）
曽
根
威
彦
「
侵
害
の
継
続
性
と
量
的
過
剰
」
研
修
六
五
四
号
（
二
〇
〇
二
）
九
頁
・
一
二
頁
注

�。

（
５
）
こ
の
点
、
旧
刑
法
典
三
一
六
条
が
「
巳
ム

�ヲ
得
サ
ル
ニ
非
ス
シ
テ
害
ヲ
暴
行
人
ニ
加
ヘ
」
た
者
と
、
「
危
害
巳
ニ
去
リ
タ
ル
後
ニ
於
テ
勢
ニ
乗
シ

仍
ホ
害
ヲ
暴
行
人
ニ
加
ヘ
タ
ル
者
」
と
を
同
列
視
し
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
（
丸
山
隆
司
「
判
批
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
三
七
巻
一
号

（
一
九
九
六
）
三
四
三
・
三
四
五
頁
注
（

17）
、
西
岡
正
樹
「
判
批
」
東
北
大
学
法
学
七
四
巻
二
号
（
二
〇
一
〇
）
一
四
四
頁
下
段
・
一
四
九
頁
下
段

以
下
注
（
２
）
、
安
田
拓
人
「
事
後
的
過
剰
防
衛
に
つ
い
て
」
川
端
博
ほ
か
編
著
『
立
石
二
六
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』
（
二
〇
一
〇
）
二
四
七
頁
参
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照
）
。
こ
の
分
け
方
に
よ
る
と
、
前
者
が
「
質
的
」
過
剰
で
後
者
が
「
量
的
」
過
剰
と
い
う
理
解
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
正

当
防
衛
」
と
は
「
質
的
」
に
異
な
る
と
も
言
え
よ
う
し
、
ま
た
「
量
的
」
な
過
剰
と
し
て
も
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
林
幹

人
『
刑
法
総
論
［
第
２
版
］』（
二
〇
〇
八
）
二
〇
二
頁
参
照
。

（
６
）
橋
田
久
「
量
的
過
剰
防
衛

最
高
裁
平
成

20年
６
月

25日
第
一
小
法
廷
決
定
を
素
材
と
し
て

」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル

16号
（
二
〇
〇
九
）
二
八

頁
左
、
二
九
頁
右
。

（
７
）
さ
し
あ
た
り
、
最
一
小
判
一
九
五
九
・
二
・
五
刑
集
一
三
巻
一
号
一
頁
を
参
照
。

（
８
）
例
え
ば
、
永
井
敏
雄
「
量
的
過
剰
防
衛
」
龍
岡
資
晃
ほ
か
編
著
『
現
代
裁
判
法
大
系

�

刑
法

刑
事
訴
訟
法
』
（
一
九
九
九
）
一
三
二
頁
以
下
、
一
三
五

頁
、
山
中
敬
一
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
六
八
号
（
一
九
九
三
）
五
四
頁
、
な
ど
を
参
照
。

（
９
）
な
お
、
こ
の
点
、
内
田
文
昭
「
判
批
」
判
例
評
論
二
四
七
号
〔
判
時
九
三
一
号
〕（
一
九
七
九
）
四
八
頁
上
段
参
照
。

（

10）
前
田
雅
英
『
最
新
重
要
判
例

250刑
法
第
８
版
』（
二
〇
一
一
）
六
〇
頁
右
。

（

11）
山
口
・
前
掲
注
（
３
）
八
〇
頁
注
（
９
）、
八
一
頁
左
。

（

12）
松
田
俊
哉
「
判
批
」
法
曹
時
報
六
二
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
）
二
九
一
頁

（注1）、
同
「
判
批
」
同
六
二
巻
一
一
号
（
同
）
二
六
〇
頁
、
二
六
一
頁
、
山

﨑
耕
史
「
判
批
」
警
察
学
論
集
六
四
巻
三
号
（
二
〇
一
一
）
一
五
五
頁
・
一
五
九
頁
注

10）、
一
五
六
頁
、
な
ど
を
参
照
。

（

13）
過
剰
防
衛
の
認
定
の
仕
方
に
つ
き
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
［
第
５
版
］』（
二
〇
一
一
）
三
九
四
頁
参
照
。

（

14）
こ
の
点
、
伊
東
研
祐
『
刑
法
講
義
総
論
』
（
二
〇
一
〇
）
一
九
三
頁
、
長
井
圓
「
過
剰
防
衛
の
一
体
的
評
価
と
分
断
的
評
価
」
川
端
ほ
か
編
著
・
前

掲
注
（
５
）
二
四
〇
頁
、
安
田
・
前
掲
注
（
５
）
二
六
〇
頁
以
下
、
安
達
光
治
「
判
批
」
速
報
判
例
解
説
編
集
委
員
会
編
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
速

報
判
例
解
説

v
o
l.8

/
2011.4』（

二
〇
一
一
）
一
九
六
頁
右
参
照
。

な
お
、
橋
田
久
「
外
延
的
過
剰
防
衛
」
産
大
法
学
三
二
巻
二
・
三
号
（
一
九
九
八
）
二
二
七
頁
以
下
は
、
「
急
迫
不
正
の
侵
害
が
存
在
し
な
い
に
も

拘
ら
ず
、
「
防
衛
」
を
行
っ
た
場
合
」
を
「
外
延
的
過
剰
」
と
称
し
、
刑
法
三
六
条
二
項
の
枠
組
を
超
え
た
超
法
規
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
よ
う
で

あ
る
が
、
急
迫
不
正
の
侵
害
の
継
続
が
認
め
ら
れ
な
い
時
点
ま
で
及
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
違
法
の
減
少
と
と
も
に
、
興
奮
等
に
よ
り
行
動

を
直
ち
に
静
止
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
一
貫
し
た
責
任
減
少
の
観
点
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
は
み
出
し
部
分
も
取
り

込
ん
で
捉
え
ら
れ
て
い
る

も
の
と
言
え
、
こ
れ
も
三
六
条
二
項
の
範
囲
内
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（

15）
永
井
・
前
掲
注
（
８
）
一
三
二
頁
以
下
の
ほ
か
、

堀
籠

幸
男
・
中
山

隆
夫
「
正
当
防
衛
」
大

塚
仁
ほ
か
編
著
『
大

コ
ン

メ
ン

タ
ー
ル
刑
法

第
二

版
第
２
巻
〔

35条
～

37条
〕
』
（
一
九
九
九
・
一

刷
、
二
〇
〇
五
・
四

刷
）
三
二
二
頁
以
下
、
松

尾
昭
一
「
防
衛
行

為
に
お
け
る
量
的
過
剰
に
つ
い
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て
の
覚
書
」
小
林
充
先
生
・
佐
藤
文
哉
先
生
古
稀
祝
賀
刑
事
裁
判
論
集
刊
行
会
編
『
小
林
充
先
生

佐
藤
文
哉
先
生
古
稀
祝
賀
刑
事
裁
判
論
集
上
巻
』（
二
〇
〇
六
・

一
刷
、
二
〇
〇
七
・
四
刷
）
三
六
頁
以
下
、
岡
本
勝
「
過
剰
防
衛
に
お
け
る
「
情
状
」
と
減
免
根
拠
」
同
『
犯
罪
論
と
刑
法
思
想
』
（
二
〇
〇
〇
）
二

九
五
頁
以
下
、
原
口
伸
夫
「
量
的
過
剰
防
衛
に
つ
い
て
」
川
端
ほ
か
編
著
・
前
掲
注
（
５
）
二
七
一
頁
以
下
、
な
ど
を
参
照
。

三
お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
近
時
の
判
例
で
は
「
過
剰
防
衛
」
か
否
か
を
認
定
す
る
に
際
し
、
「
防
衛
の
意
思
」
の
有
無
を
指
摘
・
強
調
す
る
よ

う
な
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
見
え
な
い
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
「
防
衛
行
為
性
」
が
前
提
と
さ
れ
る
た
め
、
防
衛
の
意
思
必
要
説
の
観
点
か

ら
必
要
な
要
件
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
ら
、
「
防
衛
の
意
思
が
あ
れ
ば
統
合
し
、
攻
撃
の
意
思
が
あ

れ
ば
分
断
す
る
手
法 （

�）」
と
い
う
程
の
強
い
意
味
を
有
す
る
と
ま
で
は
言
え
ず
、
要
す
る
に
、
一
連
一
体
の
「
過
剰
防
衛
」
と
は
捉
え
切
れ

な
い
「
断
絶
」
的
な
要
素
と
し
て
「
防
衛
の
意
思
」
の
欠
如
等
の
事
由
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
全
体
が
過
剰
防
衛
と
さ
れ
る
場
合
、

「
傷
害
致
死
罪
」
の
「
構
成
要
件
」
に
該
当
す
る
と
い
う
判
断
が
前
提
に
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
違
法
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

「
防
衛
の
意
思
」
を
欠
く
よ
う
な
、
そ
の
意
味
で
は
「
質
的
」
に
異
な
る
よ
う
な
行
為
が
な
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
そ

れ
ま
で
の
「
防
衛
行
為
性
」
を
維
持
・
存
続
で
き
な
い
の
で
、
す
で
に
急
迫
不
正
の
侵
害
の
継
続
性
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り （

�）、

一
連
一
体
の
過
剰
防
衛
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
以
前
の
行
為
と
そ
の
後
の
行
為
と
い
う
形
で
別
個
に
捉
え
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
全
体
が
「
傷
害
致
死
罪
」
の
「
構
成
要
件
」
に
該
当
す
る
と
も
思
わ
れ
た
が
、
良
く
検
討
し
て
み
る
と
、

「
防
衛
行
為
性
」
の
連
続
を
認
め
難
い
異
質
な
要
素
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
構
成
要
件
」
該
当
性
及
び
「
違
法
性
」
を
考
え
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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他
方
、
第
一
暴
行
が
「
正
当
防
衛
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
の
第
二
暴
行
を
加
え
て
「
過
剰
防
衛
」
と
す
る
の
は
不
当
で
は
な

い
か
と
す
る
批
判
も
強
い （

�）が
、
前
述
の
よ
う
に
、
第
一
暴
行
だ
け
に
と
ど
め
て
お
け
ば
正
当
防
衛
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
実
に
は
第
二

暴
行
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
象
全
体
と
し
て
は
過
剰
に
な
っ
た
と
い
う
判
断
も
必
ず
し
も
不
当
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う （

�）。
「
過
剰
防
衛
」
に
当
た
る
か
否
か
は
「
法
律
要
件
」
該
当
性
を
確
定
す
る
に
と
ど
ま
り （

�）、
直
ち
に
「
法
律
効
果
」
ま
で
決
定
し
た
訳

で
は
な
い
か
ら
、
近
時
の
「
自
首
」
を
め
ぐ
る
判
例 （

�）の
動
向
や
、
罪
数
論
と
量
刑
論
の
関
係
（
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
か
す
が
い
現
象
の
事

例 （

�））
な
ど
を
見
て
も
、
法
律
要
件
に
該
当
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
法
律
効
果
ま
で
保
証
す
る
も
の
と
も
言
え
ず
、
逆
に
法
律
要
件

に
該
当
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
「
量
刑
」
上
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
訳
で
も
な
い
の
で
、
法
定
刑
・
処
断
刑
・
宣
告
刑
と
い
う

判
断
過
程
を
経
る
に
際
し
、
「
過
剰
防
衛
」
も
刑
法
七
二
条
二
号
の
任
意
的
減
免
事
由
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
、

そ
の
法
律
要
件
の
確
定
に
際
し
て
は
被
告
人
に
不
利
益
に
な
る
よ
う
に
見
え
て
も （

�）、
「
過
剰
防
衛
」
の
論
理
の
一
貫
上
そ
う
見
え
る
場
合

も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
過
剰
防
衛
」
の
「
枠
」
の
認
定
と
と
も
に
、
最
終
的
に
は
法
律
効
果
の
確
定
が
重
要
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

（

16）
高
橋
則
夫
「
犯
罪
論
に
お
け
る
分
析
的
評
価
と
全
体
的
評
価

複
数
行
為
に
お
け
る
分
断
と
統
合
の
問
題

」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル

19号
（
二
〇

〇
九
）
四
三
頁
右
。

（

17）
前
田
雅
英
「
第
５
講
実
行
行
為
の
特
定
と
正
当
防
衛
」
警
察
学
論
集
六
三
巻
二
号
（
二
〇
一
〇
）
一
六
五
頁
は
、
こ
の
点
を
強
調
さ
れ
る
。

（

18）
山
口
・
前
掲
注
（
３
）
八
三
頁
以
下
、
深
町
晋
也
「
判
批
」
平
成

21年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
〇
一
〇
）
一
七
八
頁
、
林
幹
人
「
量
的
過
剰
に
つ

い
て
」
判
例
時
報
二
〇
三
八
号
（
二
〇
〇
九
）
一
八
頁
二
段
、
な
ど
を
参
照
。

（

19）
こ
の
場
合
、
第
二
暴
行
の
第
一
暴
行
へ
の
遡
及
適
用
と
い
う
訳
で
も
な
か
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
最
三
小
判
一
九
九
四
・
一
二
・
六
刑
集
四
八
巻
八
号
五
〇
九
頁
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
追
撃
行
為
に
つ
い
て
の
新
た
な
共
謀
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い
か
ん
が
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
追
撃
行
為
に
出
た
者
に
つ
い
て
は
一
連
の
「
過
剰
防
衛
」
と
見
う
る
事
案
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
れ
も
む

し
ろ
、
反
撃
行
為
が
正
当
防
衛
で
も
追
撃
行
為
ま
で
及
べ
ば
、
過
剰
防
衛
と
い
う
先
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
20）

な
お
、
こ
の
点
、
川
端
博
「
判
批
」
判
例
評
論
六
〇
八
号
〔
判
時
二
〇
四
八
号
〕
（
二
〇
〇
九
）
二
二
頁
中
段
、
丸
山
・
前
掲
注
（
５
）
三
四
三
頁

下
段
以
下
、
安
田
・
前
掲
注
（
５
）
二
五
五
頁
参
照
。

（

21）
さ
し
あ
た
り
、
最
二
小
決
一
九
八
五
・
二
・
八
刑
集
三
九
巻
一
号
一
頁
を
参
照
。

（

22）
さ
し
あ
た
り
、
最
一
小
決
一
九
五
四
・
五
・
二
七
刑
集
八
巻
五
号
七
四
一
頁
を
参
照
。

（

23）
林
・
前
掲
注
（

18）
一
八
頁
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
正
当
防
衛
の
疑
い
の
あ
る
場
合
や
そ
の
た
め
の
事
実
認
定
に
つ
い
て
疑
い
の
あ
る
場
合
な

ど
は
、
「
被
告
人
の
利
益
に
」
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
「
過
剰
防
衛
」
と
認
定
し
う
る
場
合
は
、
そ
の
中
に
「
正
当
防
衛
」
事
由
が
含
ま
れ

て
い
て
も
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
に
反
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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